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計 画 給 水 人 口 1,270

現 在 給 水 人 口 770
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㎥／日

令和7年度末時点の簡易水道関係職員は1名（最少の人員）となっています。

これまでの主な経営健全化の取組

簡易水道施設の維持管理に係る民間事業者への業務委託をはじめとして、より効率的な経営を行うための取り組みを実施しています。

平 成 26 年 4 月 1 日

別添１－２

新庄村簡易水道事業経営戦略

事業の現況

料金体系は、基本料金（基本水量制）と使用水量に応じて料金を負担する従量料金の二部料金制を採用してい
ます。

*1　水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第２条の２第２項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な方策として
は、経営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。）、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

6

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 780

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適用（財務適用）

188.68

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 28.96

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

新庄村

簡易水道事業

計 画 期 間 ：

9

～

管 路 延 長

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 37 年 4 月 1 日

水 源 表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

水道料金
一般用 （１か月、消費税込）
料金区分 水量区分 料金
基本水量 ～8㎥ 638円
超過水量 9㎥～ 103円

メーター使用料 （１か月、消費税込）
料金

16mm以下 41円
16mmを超え 20mm以下 51円
20mmを超え 25mm以下 103円
25mmを超え 40mm以下 156円
40mm以上 208円

口径



（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

給水人口の予測

　経営比較分析表は別紙のとおり。
　有形固定資産減価償却率が平均値よりも高い水準になっていますが、今後は管路更新事業や浄水場などの機器更新を予定しており、当該
指標は改善に向かう見込みです。しかし、料金回収率は更に悪化することが予想されるため、料金改定の実施を検討しています。

　水需要の予測については、直近（令和６年度）一人当たりの配水量を算出のうえ、その数値に給水人口の推計値を乗じています。人口が減少
するため、それに伴い水需要も減少する見込みとなっています。

料金収入の見通し

　料金収入については、直近（令和６年度）一人当たりの供給単価から算出しています。水需要（配水量）に有収率を乗じて算出した有収水量
に対してその単価を乗じています。人口が減少する見込みのため、それに伴い料金収入も減少する見込みとなっています。

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

令和7年度末時点の簡易水道関係職員は1名（最小の人員）であり、今後も継続する見込みです。

水需要の予測

　「第２期新庄村振興計画・総合戦略（令和７年３月）」の推計値を基に給水人口の予測をしています。将来予測を厳しく見積もるため、「趨勢人
口」の推計値を採用しています。

組織の見通し
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　水道事業を取り巻く環境の変化に対応し、水道施設の維持管理及び更新を適切に実施し、安全で良質な水を安定的に供給し、村民が安心し
て暮らすことができるよう信頼される水道経営を目指します。また、原価削減に努め、健全な運営を確保すべく、適正な水道料金の徴収に努め
ていきます。
　経営指標の目標として、経常収支比率100％及び料金回収率35％の達成を目指します。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標
　浄水場・配水池等の見直しも含め、経営の効率化を図り、老朽施設の更新を計画的に実施していきます。
　また、投資の効率性を測る有収率は全国平均に比して高い状況にありますが、引き続き漏水調査等を行い、安
定した水の供給が行えるよう努めていきます。

目 標
　安易に一般会計からの繰入金に頼ることなく、適切な水道料金の設定を検討し、経常収支比率100％及び料金
回収率35％の達成を目指します。

②　収支計画のうち財源についての説明

　・昭和56年度頃に布設をした配水管の更新（令和13年度以降）及び浄水場などの機器更新、新規加入に伴う新設工事を見込んでいます。
　・新発債（令和８年度以降）については、借入期間は30年（うち据置期間５年間）で見込んでいます。
　・民間の資金・ノウハウ等の活用、施設・設備の廃止・統合、施設・設備の合理化、施設・設備の長寿命化等の投資の平準化、広域化の関す
る事項は、現時点の計画には反映していないため「（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要」に記載し
ています。

・企業債に関する事項
　建設改良費の100％を企業債として見込んでいます。

・繰入金に関する事項
　基準内繰入金を算出のうえ、それでも会計全体の資金繰りが足りない場合は、基準外繰入金を見込んでいます。
　一般会計からの繰入金については、国が示す繰出基準に基づく繰入を行い、今後も維持管理費用の縮減に努め、基準外繰入金を安易に増
加させることがないように努めます。

・料金に関する事項
　料金収入の見通しで予測した料金収入を見込んでいます。

・その他
　料金収入の減収や物価上昇等による維持管理費の増加等により、経営戦略期間内における料金回収率は下降する見込みとなっています。
※令和17年度時点で約20％になる見込み。
　今まで以上に一般会計（基準外繰入金）へ頼る可能性があるため、経営戦略期間内に料金改定を実施し、経営改善に向けた取組みを行う予
定としています。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

・維持管理費に関する事項
　近年の物価上昇を反映するため、直近の実績値（令和６年度）を基準とし、令和８年度以降は物価上昇率を乗じて見込んでいます。
　なお、実態に合わない場合は、過去５年間の平均又は令和７年度予算額を基準として見込んでいます。
　また、費目別に条件を設定して算出をしています。

・職員給与費に関する事項
　近年の人事院勧告を反映するため、直近の実績値（令和６年度）を基準とし、令和８年度以降は賃金上昇率を乗じて見込んでいます。

・支払利息に関する事項
　経営戦略期間内に新規発行する起債の利率は、近年の金利上昇を反映するため、財政融資資金の最新利率（令和８年１月１日以降適用）を
採用して支払利息を見込んでいます。

・減価償却費に関する事項
　経営戦略期間内に取得する資産は、資産種別に応じた耐用年数を採用して減価償却費を見込んでいます。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　将来にわたって安定的に事業を継続していくため、PDCAサイクルの考えに基づき、投資・財政計画
の達成状況について毎年度進捗管理を実施し、計画と実績の乖離を検証・対応していきます。
　また、水道料金の改定や民間活力の活用等により、投資・財政計画に大きな修正が必要となる場合
においては、見直しを実施するほか、概ね５年ごとに総合的な検証を行い、さらなる現状分析や社会状
況の変化などを考慮し、本経営戦略の更新を行います。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

今後の水需要予測をもとに、飲料水供給施設や配水池など施設の統廃合を検討していきます。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

今後の水需要予測をもとに、能力過剰な施設についてはスペックダウンを図るなど、持続可能な運営
に向けた検討を実施していきます。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

・委託料
点検の頻度・方法等をより効率的なものにするため、対象施設や人件費等を適正に算出し、委託料を
設定していきます。民間活力の活用を検討するなかで、必要に応じて計画の見直しを行っていきます。

・修繕費
計画的な修繕を行い、トータルコストの削減、支出の平準化に努めていきます。

・動力費
より安価に調達できる手法を検討するとともに、今後費用が高騰する場合において、進捗管理や収支
の見直しの際に推定値の調整を行っていきます。

・職員給与費
職員については、すでに最少人員となっています。今後も効率的な運営に努めていきます。

・その他
各種費用に関して、より効率的、経済的な手法等、引き続き検討を行い、コスト削減に努めていきま
す。

世代間負担の公平性を確保し、企業債の償還により経営が圧迫することのないよう、計画的な起債を
実施していきます。

一般会計からの過度な繰入とならないような資金繰りに努めていきます。

水質検査・データ管理や共同購入をはじめとして、隣接する市町村との広域化・共同化について、技術
革新や先行事例を参考に、効率的な運営に向けた検討を実施していきます。

広 域 化

村民生活への影響を配慮し理解を得ながら、適正かつ公平な負担となる料金体系を検討していきま
す。また、経営状況を改善するため、本経営戦略期間内に料金改定を実施します。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

余剰施設等が発生した場合には、売却や貸付等、資産の有効な活用を検討していきます。

そ の 他 の 取 組 該当なし

企 業 債

繰 入 金

民間手法の活用事例を検討し、効率的な投資に向けた検討を実施していきます。

老朽化比率が約３％程度で比較的新しいものの、計画的な修繕等を実施し、トータルコストの削減及
び投資の平準化を図っていきます。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。



経営比較分析表（令和6年度決算）
岡山県　新庄村

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例
法適用 水道事業 簡易水道事業 C4 非設置 793 67.11 11.82 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) － 類似団体平均値（平均値）

今後の事業運営について、人口減少が進む中、給
水収益は減少傾向で推移すると可能性が高い上、
管路や施設の老朽化も進行していくため、一般会
計からの繰入金にさらに依存する可能性が高ま
る。料金改定を実施するなど収益の向上を図ると
ともに経費の削減に取組みつつ、計画的な管路の
更新を図り、長期的に改善していくよう努める。

28.50 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 53.02 99.48 1,910 770

全体総括

27.02

①経常収支比率
100％を超えており、繰入金に依存している部分も
あるため、料金改定の実施や経費の削減に取り組
む必要がある。
②累積欠損金比率
類似団体平均値と比較して高い欠損金が発生して
いるため、今後、収益の向上に努めるなど改善し
ていく必要がある。
③流動比率
類似団体平均値と比較して乖離は見られるが、起
債の償還が要因として考えられる。今後は償還金
の減少とともに改善していく見込みである。
④企業債残高対給水収益比率
類似団体と比較して高い比率となっているが、昨
年度よりも減少しており、今後、償還金の減少と
ともに改善していく見込みである。
⑤料金回収率
100％を下回っているため、料金改定の実施や経費
の削減に取り組む必要がある。
⑥給水原価
類似団体平均値と比較して低い数値であるが、人
口減少が当該指標に大きく影響しており、さらに
物価高騰等による経費の増加も継続する見込みで
ある。。昨年度より数値の上昇がみられ、今後も
上昇傾向にあると思われる。
⑦施設利用率
類似団体平均値が大幅に低下する中、ほぼ横ばい
の数値となっている。人口減少に伴う給水量の減
少により、当該指標は緩やかに低下していくと考
えられる。

2. 老朽化の状況について

耐用年数は超えていないものの、管路の老朽化は
進行していくため、計画的な更新を行うととも
に、有利な起債の選択など財源確保に努める。

2. 老朽化の状況
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0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 42.24 52.69

平均値 - - - 112.37 101.60

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 2,413.35 2,159.51

平均値 - - - 1,364.20 1,398.03

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 34.63 32.84

平均値 - - - 38.58 39.15

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 289.56 306.29

平均値 - - - 448.81 392.81

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 28.94 28.96

平均値 - - - 52.39 29.19

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - 96.34 99.71

平均値 - - - 63.38 66.04

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【102.02】 【26.96】 【142.39】 【1,043.36】

【70.34】【48.33】【285.60】【56.19】

【35.50】 【16.16】 【0.28】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 8,329 8,217 7,825 7,719 7,613 7,507 7,401 7,295 7,200 7,104 7,009 6,914
(1) 8,269 8,187 7,765 7,659 7,553 7,447 7,341 7,235 7,140 7,044 6,949 6,854
(2) (B)
(3) 60 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

２． 35,023 35,304 36,803 35,844 36,032 35,995 35,840 37,301 39,684 41,668 45,221 48,330
(1) 17,332 18,466 20,256 20,406 20,796 20,873 20,956 21,264 22,427 23,066 25,046 26,747

17,332 18,466 20,256 20,406 20,796 20,873 20,956 21,264 22,427 23,066 25,046 26,747

(2) 17,691 16,838 16,547 15,438 15,236 15,122 14,884 16,037 17,257 18,602 20,175 21,583
(3)

(C) 43,352 43,521 44,628 43,563 43,645 43,502 43,241 44,596 46,884 48,772 52,230 55,244
１． 38,466 38,600 38,352 37,295 37,274 37,369 37,352 38,697 40,106 41,677 43,480 45,119
(1) 6,111 5,880 6,470 6,561 6,647 6,726 6,800 6,869 6,937 7,006 7,077 7,147

3,079 3,044 3,260 3,306 3,349 3,389 3,426 3,461 3,495 3,530 3,566 3,601

3,032 2,836 3,210 3,255 3,298 3,337 3,374 3,408 3,442 3,476 3,511 3,546
(2) 14,244 15,488 14,941 15,090 15,239 15,389 15,541 15,696 15,851 16,007 16,166 16,326

2,480 2,851 2,975 3,005 3,035 3,065 3,096 3,127 3,158 3,189 3,221 3,253
1,617 1,150 1,137 1,149 1,160 1,172 1,183 1,195 1,207 1,219 1,231 1,244

10,147 11,487 10,829 10,936 11,044 11,152 11,262 11,374 11,486 11,599 11,714 11,829
(3) 18,111 17,232 16,941 15,644 15,388 15,254 15,011 16,132 17,318 18,664 20,237 21,646

２． 4,401 4,791 4,002 3,730 3,447 3,153 2,855 3,292 4,858 6,454 8,095 9,738
(1) 3,109 2,923 2,710 2,438 2,155 1,861 1,563 2,000 3,566 5,162 6,803 8,446
(2) 1,292 1,868 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292

(D) 42,867 43,391 42,354 41,025 40,721 40,522 40,207 41,989 44,964 48,131 51,575 54,857
(E) 485 130 2,274 2,538 2,924 2,980 3,034 2,607 1,920 641 655 387
(F)
(G)
(H)

485 130 2,274 2,538 2,924 2,980 3,034 2,607 1,920 641 655 387
(I) △ 11,462 △ 11,332 △ 9,058 △ 6,520 △ 3,596 △ 616 2,418 5,025 6,945 7,586 8,241 8,628
(J) 14,802 17,251 15,116 13,707 13,919 14,110 43,796 88,582 88,645 88,710 88,776 88,843

1,177 700 661 651 642 632 622 613 604 595 586 578
(K) 28,094 30,075 28,042 27,049 24,301 24,659 53,378 96,736 93,356 92,833 94,926 96,156

17,461 17,726 18,222 18,844 16,037 16,336 15,428 14,036 10,597 10,014 12,045 13,213

10,187 11,899 9,349 7,727 7,780 7,833 37,455 82,199 82,254 82,309 82,365 82,422
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 8,329 8,217 7,825 7,719 7,613 7,507 7,401 7,295 7,200 7,104 7,009 6,914

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和9年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和8年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 29,500 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200

２．

３． 15,005 20,421 19,577 18,134 18,369 15,508 15,752 15,269 14,566 12,407 11,810 14,109

４．

５．

６．

７．

８． 166

９．

(A) 15,005 20,587 19,577 18,134 18,369 15,508 45,252 89,469 88,766 86,607 86,010 88,309

(B)

(C) 15,005 20,587 19,577 18,134 18,369 15,508 45,252 89,469 88,766 86,607 86,010 88,309

１． 1,200 5,864 4,124 2,450 2,450 2,450 32,018 76,708 76,708 76,708 76,708 76,708

２． 16,089 17,461 17,726 18,222 18,844 16,037 16,336 15,428 14,036 10,597 10,014 12,045

３．

４．

５．

(D) 17,289 23,325 21,850 20,672 21,294 18,487 48,354 92,136 90,744 87,305 86,722 88,753

(E) 2,284 2,738 2,273 2,538 2,925 2,979 3,102 2,667 1,978 698 712 444

１． 2,175 2,692 2,273 2,538 2,925 2,979 3,102 250

２． 2,417 1,978 698 712 444

３．

４． 109 46

(F) 2,284 2,738 2,273 2,538 2,925 2,979 3,102 2,667 1,978 698 712 444

(G)

(H) 178,570 164,009 146,283 128,061 109,218 93,181 106,344 165,117 225,280 288,883 353,069 415,224

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

17,332 18,466 20,256 20,406 20,796 20,873 20,956 21,264 22,427 23,066 25,046 26,747

1,555 2,683 2,598 2,607 2,676 2,556 2,434 2,315 2,402 2,179 2,695 3,077

15,777 15,783 17,658 17,799 18,120 18,317 18,522 18,949 20,025 20,887 22,351 23,670

15,005 20,421 19,577 18,134 18,369 15,508 15,752 15,269 14,566 12,407 11,810 14,109

8,044 6,075 6,187 6,303 6,420 6,539 6,661 6,420 6,058 4,979 3,927 3,160

6,961 14,346 13,390 11,831 11,949 8,969 9,091 8,849 8,508 7,428 7,883 10,949

32,337 38,887 39,833 38,540 39,165 36,381 36,708 36,533 36,993 35,473 36,856 40,856

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度令和8年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度


